
 

令和６年３月  

国 土 交 通 省 

物流・自動車局 

 

 

「標準貨物自動車運送約款」等の一部改正 

に関するパブリックコメントの募集結果について 

 

 

 

国土交通省では、令和６年１月１１日から令和６年２月１０日まで、「標準貨物自動車

運送約款」等の一部改正についてパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からの

ご意見を募集いたしました。 

 その結果、本件に関して、２０件のご意見が寄せられました。 

 お寄せいただいたご意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方を別紙のとおりと

りまとめましたので公表します。なお、本件に直接関係がなかったご意見についても、

今後の施策の推進に当たって参考にさせていただきます。 

 皆様方のご協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協

力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

１ 実施方法 

⑴ 募集期間    令和６年１月１１日（木）～令和６年２月１０日（土） 

⑵ 周知方法    電子政府の総合窓口（ｅ－Ｇｏｖ）に掲載 

⑶ 意見提出方法  電子メール及び郵送 

 

２ 意見数 

  提出意見数 ２０件 

 

３ 問い合わせ先 

  国土交通省自動車局貨物課 

  電話番号 代表：０３－５２５３－８１１１（内線４１３２３） 

       直通：０３－５２５３－８５７５ 
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（別紙） 

 

ご意見の概要及び国土交通省の考え方 

 

ご意見の概要 国土交通省の考え方 

今般の標準貨物自動車運送約款等の改

正を踏まえ、改正された当該約款を適用す

る場合、再度届出を行う必要はあるか。 

現在、標準貨物自動車運送約款を自社の

約款として適用している場合、又は独自の

運送約款の認可を受け、改正後の標準貨物

自動車運送約款を適用する場合は、再度届

出を行っていただく必要はございません。 

他方、貨物自動車運送事業法（平成元年

法律第８３号）第１１条の規定に基づき、

改正された当該約款を主たる事務所その

他営業所に掲示いただくとともに、常時使

用する従業員の数が２０人を超える場合

は、原則として、自社のウェブサイトにも

加えて掲載いただく必要があります。 

改正案に賛成する。トラックドライバー

の労働環境改善に寄与すべく、モニタリン

グをしっかりとしてほしい。 

また、荷主等による買い叩き、理不尽な

追加業務などの悪習を一掃できるように、

これを遵守しない企業へのペナルティー

などもしっかりと機能させてほしい。 

本案への賛同意見として承ります。 

なお、運賃・料金の不当な据え置きなど

適正取引の阻害行為が疑われる荷主等に

対しては、トラックＧメンによる是正指導

を講じています。 

「積込み」「取卸し」を、別の章立てと

して規定し、明確化したことに賛成する。

（類似意見：１件） 

本案への賛同意見として承ります。 

運賃・料金、附帯業務等を記載した書面

や利用運送を行う場合における実運送事

業者の商号・名称等の荷送人への通知等に

ついて、書面等の記載内容や様式等を定め

てほしい。（類似意見：１件） 

運賃・料金、附帯業務等を記載した書面

については、今般の標準貨物自動車運送約

款の改正と併せて、運送申込書／引受書の

雛形をお示ししています。 

なお、利用運送を行う場合における実運

送事業者の商号・名称等の荷送人への通知

については、その通知方法に規定はありま

せんので、電磁的記録等の取り組みやすい

手段にて対応ください。 

運賃・料金、附帯業務等を記載した書面

については、燃料サーチャージに関する項

目も含めてほしい。 

運賃・料金、附帯業務等を記載した書面

については、今般の標準貨物自動車運送約

款の改正と併せて、運送申込書／運送引受

書の雛形をお示ししており、当該雛形にお

いては、燃料サーチャージに関する項目も
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含めて記載することとしています。 

運送契約時には利用運送を行うかどう

かは決まっておらず、運送日が近づいてか

ら自社トラックの空きがないなどの理由

により、急遽利用運送を行う場合も多いと

考えられるが、こうした場合は、利用運送

を行うことが決まった時点で商号・名称等

を荷送人に通知すればよいか。 

また、こうした場合は、利用運送手数料

を収受することは難しいと思われるが、収

受しない取扱いも可能であるか。 

（前段） 

ご理解のとおりです。 

（後段） 

利用運送を行わないとしていた運送

について、前段の理由による場合は、改

正後の標準貨物自動車運送約款第１７

条第４項に基づき、利用運送手数料を収

受しないこととしています。 

商号・名称等の荷送人への通知を必要と

する「運送を行う実運送事業者」の業種の

範囲を具体的に示してもらいたい。 

「運送を行う実運送事業者」の範囲とし

ては、貨物自動車運送事業法による貨物自

動車運送事業者を想定しています。 

通知を必要とする実運送事業者の範囲

について、「貨物自動車運送事業の用に供

する事業用自動車の相互使用について」

（平成９年７月１日国土交通省通達）に基

づく中継輸送を行った場合の相手の事業

者名の荷送人への通知等は必要であるか。 

中継輸送については、改正後の標準貨物

自動車運送約款第１６条に規定する連絡

運輸に該当することから、相手の事業者名

の荷送人への通知等は不要です。 

一般貨物自動車運送事業者が他の一般

貨物自動車運送事業者を利用し、当該事業

者がさらに他の一般貨物自動車運送事業

者を利用する場合、荷送人から運送依頼を

受けた一般貨物自動車運送事業者は、利用

運送する際、実運送することになった事業

者が孫請け以下の事業者の場合でも、必ず

実運送事業者を把握し、荷送人に実運送事

業者の商号・名称等の荷送人への通知等を

行う必要があるという理解でよいか。 

ご理解のとおりです。 

標準貨物自動車運送約款を使用する利

用運送を行う元請運送事業者は、改正され

た当該約款を適用する場合、運送の全部又

は一部について運送を行う実運送事業者

の商号・名称等を荷送人に通知する義務が

生じるのか。 

また、荷送人への通知を省略したい場合

は、独自の約款の認可を受ける必要がある

のか。 

いずれもご理解のとおりです。 

利用運送手数料の額の目安は示される

のか。 

一般貨物自動車運送事業に係る標準的

な運賃を定めた件（令和６年国土交通省告

示第２０９号）において、利用運送手数料
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として、運賃とは別に当該運賃の１０％を

収受することを示しています。 

利用運送を行う場合は、現在はその手数

料を運賃に上乗せして請求しているよう

な場合であっても、改正後は別建てで請求

する必要があるという理解でよいか。 

ご理解のとおりです。 

利用運送手数料について、荷送人が支払

う運賃とは別に当該手数料を収受した場

合と、荷送人が支払う運賃から当該手数料

を引いたかの区別はどのように判断され

るのか。（類似意見：１件） 

運賃・料金、附帯業務等を記載した書面

に基づき判断されます。 

利用運送を行う場合における実運送事

業者の商号・名称等の荷送人への通知につ

いて、令和６年通常国会に提出されている

「流通業務の総合化及び効率化の促進に

関する法律及び貨物自動車運送事業法の

一部を改正する法律案」による改正後の貨

物自動車運送事業法に規定される、実運送

体制管理簿の作成の義務付けと連動した

仕組みとしてもらいたい。 

実運送体制管理簿の作成の義務付けに

ついては、ご意見も踏まえ、引き続き制度

の詳細を検討してまいります。 

中止手数料の金額等の見直しに関して、

当日の運送中止については運賃・料金の全

額を支払う必要があると規定してほしい。 

また、前日の中止においても運賃・料金

の金額の５０％とすべきではないか。 

中止手数料の金額等については、実勢等

を踏まえ、 

・運送引受書に記載した集貨予定日の

前々日に運送の中止をしたときは、当

該運送引受書に記載した運賃・料金等

の２０％以内 

・運送引受書に記載した集貨予定日の

前日に運送の中止をしたときは、当該

運送引受書に記載した運賃・料金等の

３０％以内 

・運送引受書に記載した集貨予定日の

当日に運送の中止をしたときは、当該

運送引受書に記載した運賃・料金等の

５０％以内 

と規定することとしています。 

中止手数料については、貸切バス事業や

旅行業等の他の標準約款と同様に、具体的

なパーセンテージや金額を明示すべき。 

中止手数料の金額等については、実勢等

を踏まえ、 

・運送引受書に記載した集貨予定日の

前々日に運送の中止をしたときは、当

該運送引受書に記載した運賃・料金等

の２０％以内 

・運送引受書に記載した集貨予定日の
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前日に運送の中止をしたときは、当該

運送引受書に記載した運賃・料金等の

３０％以内 

・運送引受書に記載した集貨予定日の

当日に運送の中止をしたときは、当該

運送引受書に記載した運賃・料金等の

５０％以内 

と規定することとしています。 

運賃・料金等の店頭掲示事項のオンライ

ン化について、令和６年４月１日より施行

される貨物自動車運送事業法第１１条の

規定との関係如何。 

令和６年４月１日より施行される貨物

自動車運送事業法第１１条の規定に基づ

く、貨物自動車運送事業法施行規則（平成

２年運輸省令第１１号）第１３条の２の規

定に基づき、常時使用する従業員の数等に

応じ、必要な対応が変わります。 

①常時使用する従業員の数が２０人を

超える場合 

改正された標準貨物自動車運送約

款を主たる事務所その他営業所に掲

示いただくとともに、自社のウェブサ

イトにも加えて掲載いただく必要が

あります。 

②常時使用する従業員の数が２０人以

下の場合（又は①に該当する事業者で

あって、自社のウェブサイトを有して

いない場合） 

改正された標準貨物自動車運送約

款を主たる事務所その他営業所に掲

示いただく必要があります。 

 


